
習の実施   

（オ）子どもの安全確保のために活動する防犯ボランティア等  

への支援   

り 被害に遭った子どもの保護の推進  

犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた少年の精神  

的ダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対  

するカウンセリング、保護者に対する助言等学校等の関係機  

関と連携したきめ細かな支援を実施することが必要である。  

（7）要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進   

ア 児童虐待防止対策の充実   

（ア）関係機関との連携等  

児童虐待による深剋な被害や死亡事例が生じることはあ  

ってはならないとの認識の下、福祉関係者のみならず、医療、  

保健、教育、警察等の関係機関を含めた地域全体で子どもを  

守る支援体制を構築し、相互に情報を共有することが必要で  

ある。特に、「子どもを守る地域ネットワーク」（要保護児童  

対策地域協議会）は、1聯隻・支援lこ  

至るまですべての段階で有効であり、NP（H去人、ボランテ  

ィア等民間団体の参加を得るとともに、単なる情報交換の場  

にとどまらず、侶晰隋封こつながるような取組が  

期待されていることから、その設置に努めなければならな  

い．  

また、同ネットワークが有効に機能するために、その運営   

習の実施   

（オ）王どもが犯罪等に遭ったときの緊急避難場所である「子  

出舌動の支援  

り 被害に遭った子どもの保護の推進  

犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた少年の精神  

的ダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対  

するカウンセリング、保護者に対する助言等学校等の関係機  

関と連携したきめ細かな支援を実施することが必要である。  

（7）要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進   

ア 児童虐待防止対策の充実  

虐待の背景は多岐にわたることから、児童虐待を防止し、す  

ゴての児童のイ建全な心身の成長、ひいては社会的自立を促して  

いくためには、発生予防から早期発見閻差1  

アフターケアに至るまでの切れ目のない総合的な支援を講ず  

るとともに、福祉関係考のみならず、医療、保健、孝膵L警察  

等の地域における関係機関の協力体制の構築が不可欠である。  

特に住民に最も身近な市町村における虐待防止ネットワー  

クは、＝計防から自立支援に至るまですべての段階で有効であ  

り、関係行政機関のみならず、NPOやボランティア団体等も含  

めた幅広い参加と、瑚ことどまらず、個々の  

ケースの解決につながるような卿、  

う、頗ナることが必要である。  

具体的には、①発生予防として、日常的な育児相談機能の強  



の中核となる要保護児童対策調整機関に専門性を有する職  

員を配置するなどの機能強化を図ることも必要である。   

なお、当該調整機関の職員をはじめとする関係者の資質向  

上のため、都道府県等が実施する講習会等に参加することも  

化や、養育者が精神的にも肉体的にも最も支援を必要とする出  

産後間もない時期を中心とした母子保健事業や日常診療等の  

強化、グループワーク等lこよる養育者の孤立を防ぐための専門  

的な支援サービスメニューの充実、（卿已・早期対  

応として、牌炎室）及  

び市町村保健センターにおける取組の充実や主任児童委員、児  

童委員等の積極的な活用、③保護、支援等として、虐待の進行  

防止、礫強化を目‡旨した在  

宅支援の充実等を図ることが必要である。   

また、脚こ早期lこ対応  

するための相談体制の整備等、総合的な親と子の心の健康づく  

り対策を推進することが必要である。  

必要である。  

さらに、市町村は、出頭要求、立入調査又は一時保護の実   

施が適当と判断した場合は、都道府県知事又は児童相談所長  

に通知することや、牌著し  

く重大な被害を受けた事例について、都道府県の行う検言正作  

業に参加・協力すること等を通じ、都道府県と連携した取組  

を進める必要がある。  

（イ）発生予防、早期発見■早期対応等  

児童虐待の発生を予防するため、健康診査や保健指導等の  

母子保健活動や地域の医療機関、医療関係団体との連携、乳  

児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）等を通じて、  

妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家庭を早期に把  

握するとともに、特に支援を必要とする家庭については、養  

育支援訪問事業等の適切な支援につなげることが必要であ  

皇L  

また、ヰのような適切な支援や虐待の早期発見・早期対応  

を行うためには、市潤丁村において児童福祉担当部局と母子保  

健担当部局が緊密な連携を図るとともに、医療機関と市町村  

の間で、効果的な情報提供・共有がなされるための連携体制   

討  
t■■■■■  ▲ －r ‾Jざ  



の構築を図る必要がある。   

抑・児童  

委員等を積極的に活用することも必要である。  

イ 母子家庭等の自立支援の推進   

母子家庭等が増加している中で、母子家庭等の児童の健全な育   

成を図るためには、母子及び寡婦福祉法葦の規定を踏まえて、き   

め細かな福祉サービスの展開と自立■就業の支援に主眼を置き、   

子育て二生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経済的支   

援策について、地域の母子家庭等の現状を把握しつつ、総合的な   

対策を適切に実施していくことが必要である。   

イ 母子家庭等の自立支援の推進   

離婚の増加等により母子家庭等が急増している中で、母子家庭   

等の児童の健全な育成を図るためには、母子及び寡婦福祉法里塁   

子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法（平成十五年法律第   

百二十六号）の規定を踏まえて、きめ細かな福祉サービスの展開  

と自立・就業の支援に主眼を置き、子育て里生活支援策、就業支  

援策、養育費の確保策及び経済的支援策について、地域の母子家  

庭等の現状を把握しつつ、総合的な対策を適切に実施していくこ  

とが必要である。   

具体的には、子育て短期支援事業、母子家庭等日常生活支援事  

業及び保育所の入所に際しての配慮等の各種支援策を推進する  

とともに、市及び福祉事務所を設置する町村においては、国の基  

本方針に則して、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定する等に  

より、母子家庭等に対する支援を充実させることが必要である。   

また、母子家庭の母の就業を促進するため、民間事業者に対す  

る協力の要請や母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮等、必  

要な施策を講ずるように努めることも重要である。  

具体的には、子育て短期支援事業、母子家庭等日常生活支援事  

業及び保育所の入所並びに放課後児童クラブの利用に際しての  

配慮等の各種支援策を推進するとともに、市及び福祉事務所を設  

置する町村においては、国の基本方針に則して、母子家庭及び寡  

婦自立促進計画を策定する等により母子家庭等就業・自立支援事業  

や母子家庭自立支援給付金事業等を総合的・計軋捌こ進め、母子家  

庭等に対する支援を充実させるとともに、就業支援の実施にあたっ  

ては、公共職業安定所等と十分に連携し、効果的な実施lこ努めるこ  

とが必要である。   

また、母子家庭の母の就業を促進するため、民間事業者lこ対す  

る協力の要請や母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮等、必   



要な施策を講ずるように努めることも重要である。   

さらに、住民に身近な地方公共団体として、母子家庭等に対す  

る相談体制の充実や施策・取組についての情報提供を行うことが  

必要である。  

り 障害児施策の充実  

障害の原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推   

を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査や学校における   

健康診断等を推進することが必要である。  

また、障害児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して   

生活できるようにする観点から、保健、医療、福祉、教育等の   

各種施策の円滑な連携により、適切な医療及び医学的リハビリ   

テーションの提供、在宅サービスの充実、就学支援を含めた教   

育支援体制の整備等の一貫した総合的な取組を推進するととも   

に、児童デイサービス事業を通じて保護者に対する育児相談を   

推進すること等家族への支援も併せて行うことが必要である。  

さらに、学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）   

害を含む障害のある児童生徒については、障害の状態に応じて、   

その可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加をするために  

さらに、住民に身近な地方公共団体として、母子家庭等に対す   

る相談体制の充実や施策一取組についての情報提供を行うことが   

必要である。  

り 障害児施策の充実  

障害の原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推進   

を図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査や学校における健   

康診断等を推進することが必要である。   

また、障害児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生  

活できるようにする観点から、保健、医療、福祉、教育等の各種  

施策の円滑な連携により、適切な医療及び医学的リハビリテーシ   

ョンの提供、在宅サービスの充実、就学支援を含めた教育支援体  

制の整備等の一貫した総合的な取組を推進するとともに、障害児  

通園（デイサービス）事業を通じて保護者に対する育児相談を推進  

すること等家族への支援も併せて行うことが必要である。   

さらに、学習障害（LD）、注意欠陥∠多動性障害（ADHD）、高機能   

自閉症等教育及び療育に特別のニーズのある子どもm教   

員の資質向上を図りつつ、適切な教育的支援を行うことが必要で   

ある。  

J  

培うため、教員の資質向上を図りつつ、  一人一人の  

ニーズに応じた適切な教育的支援を行うことが必要である。   

また、発達障害者支援センターにおける相談を紹介すること  

が必要である。特に発達障害については、社会的な理解が十分  

になされていないことから、適切な情報の周知も必要であり、   



さらに家族が適切な育児を行えるよう支援を行うことも必要で  

ある。  

保育所においては、保育lこ欠ける障害児の受入れを推進する  

とともに、放課後児童健全育成事業においても同様に障害児の  

受入を推進する。  

受入に当たっては、各関係機関との連携を図ることが必要で  

ある 

2 都道府県行動計画   

都道府県は、次に掲げる都道府県が実施する施策と併せて、各市町村   

の計画的な施策の実施を支援するための措置を含めて、子どもと子育て   

家庭への支援に関連する施策及び事業を都道府県行動計画に体系的に盛   

り込むことが必要である。   

都道府県行動計画に盛り込むべき事項としては、法第九条第一項にお   

いて、①地域における子育ての支援、②保護を要する子どもの養育環境  

の整備、③母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、金子どもの  

心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、金子どもを育成する家庭  

に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、塵職業生活と家庭生活   

との両立の推進、塗その他の次世代育成支援対策の実施が掲げられてお   

り、こうした施策の領域を踏まえ、計画策定に当たるものとする。   

計画の策定に当たっては、次に掲げる次世代育成支援対策として重要  

な施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策をその内容に盛り  

込むことが必要である。  

手た、卿引ナる障害児の受入  

れを推進するとともに、各種の子育て支援事業との連携を図るこ  

とが必要である。  

2 都道府県行動計画   

都道府県は、次に掲げる都道府県が実施する施策と併せて、各市町村  

の計画的な施策の実施を支援するための措置を含めて、子どもと子育て  

家庭への支援に関連する施策及び事業を都道府県行動計画に体系的に  

盛り込むことが必要である。   

都道府県行動計画に盛り込むべき事項としては、法第九条第一項にお  

いて、①地域における子育ての支援、②母性並びに乳児及び幼児の健康  

の確保及び増進、③子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整  

備、＠子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の  

確保、重職業生活と家庭生活との両立の推進、⑥その他の次世代育成支  

援対策の実施が掲げられており、こうした施策の領域を踏まえ、計画策  

定に当たるものとする。   

計画の策定に当たっては、次に掲げる次世代育成支援対策として重要  

な施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策をその内容に盛り  

込むことが必要である。   

また、各施策の目標設定に当たっては、市町村行動計画も踏まえて、  また、各施策の目標設定に当たっては、市町村行動計画も踏まえて、  
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可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが必要である。  

（1）地域における子育ての支援  

ア 地域における子育て支援サービスの充実  

子育て支援に関するシンポジウムやセミナーの開催等により、  

地域全体で子育ての在り方を考えるための気運づくりや、子育て  

支援や児童の健全育成に資するための子どもの視点に立った人材  

の確保・養成及び質の向上に努めることが必要である。  

また、．特定の市町村において、単独では実施することが困難な  

サービスがある場合には、広域的な観点から、市町村間の調整を  

行うことが望ましい。  

イ 保育サービスの充実  

子どもの健やかな育成と子どもを預ける保護者の安心の確保の  

観点から、僻十等を踏まえた保育の質の向上、保育士  

の専門性の向上と質の高い人材の安定的確保などに努めることが  

必要である。なお、質の向上lこ当たっては、保育所職員の研修体  

制の充実、瑚割算・協力などの施策を  

盛り込んだアクションプログラムを策定し、都道府県行動言十画lこ  

もその内容を反映させることが期待される。  

また、認定こども園の設置促進など地域や職場の実情に応じた  

取組を推進していくことが必要である。  

さらに、区域内に待機児童が多い市町村を有する都道府県にお  

いては、市町村と連携を図りつつ、都道府県保育計画等に基づき  

保育所受入児童数の計画的な拡充を図り、待機児童の解消に努め   

可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが必要である。  

（1）地域における子育ての支援   

ア 地域における子育て支援サービスの充実  

子育て支援に関するシンポジウムやセミナーの開催等により、  

地域全体で子育ての在り方を考えるための気運づくりや、子育て  

支援や児童の健全育成に資するための子どもの視点に立った人材  

の確保・養成及び質の向上に努めることが必要である。  

また、特定の市町村において、単独では実施することが困難な  

サービスがある場合には、広域的な観点から、市町村間の調整を  

行うことが望ましい。   

イ 保育サービスの充実  

より質の高い保育サービスの提供や多様なニーズに合わせた保  

育サービスの提供を図る観点から、人材の確保や養成lこ努めるこ  

とが必要である。   

、i  

払区域内に待機児童が多い市町村を有する都道府県において  

は、市町村と連携を図りつつ、都道府県保育計画等に基づき保育所  

受入児童数の計画的な拡充を図り、待機児童の解消に努めることが  



ることが必要である。  

り 子育て支援のネットワークづくり   

子育て支援サービス等の質の向上等を図る観点から、子育て支   

援サ【ビスの都道府県の区域におけるネットワークの形成を促進   

するとともに、子育て支援サービス等に関する市町村やNPO等の   

先進的な取組事例を収集し、情報提供する等の支援を行うことが   

望ましい。  

エ 児童の健全育成   

児童の健全育成の拠点施設である児童館が、子育て家庭の自由   

な交流の場や地域における中学生・高校生の活動拠点として、ま   

た青少年の健全育成の拠点施設である青少年教育施設が、地域に   

おける青少年の活動拠点としての役割を果たすことができるよ   

う、計画的な施設の整備、体系的な研修や人材の養成、効果的な   

広報活動及び関係機関等の間の連携・協力体制の構築を図ること   

が必要である。  

ウ 子育て支援のネットワークづくり  

子育て支援サービス等の質の向上等を図る観点から、子育て支   

援サービスの都道府県の区域におけるネットワークの形成を促進   

するとともに、子育て支援サービス等に関する市町村やNPO等の   

先進的な取組事例を収集し、情報提供する等の支援を行うことが   

望ましい。  

工 児童の健全育成  

児童の健全育成の拠点施設である児童館が、子育て家庭の自由   

な交流の場や地域における中学生・高校生の活動拠点として、ま   

た青少年の健全育成の拠点施設である青少年教育施設が、地域に   

おける青少年の活動拠点としての役割を果たすことができるよ   

う、計画的な施設の整備、体系的な研修や人材の養成、効果的な   

広報活動及び関係機関等の間の連携・協力体制の構築を図ること   

が必要である。  

また、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進す   

ることが必要である。さらに、少年非行等の問題を抱える児童の   

立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに引きこもり及び不登校   

への対応においては、児童相談所、学校、保護司、警察、地域ボ   

ランティア等が連携して地域社会全体で対処することが必要であ   

り、地域ぐるみの支援ネットワークの整備や個別的・具体的な問   

題に対して関係機関による専門チームを編成し、対応するための   

参加・協力体制を整備することが望ましい。  

また、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進す  

ることが必要である。さらに、いじめ問題への対応や少年非行等  

の問題を抱える児童の立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに  

引きこもり及び不登校への対応においては、児童相談所、学校、  

保護司、警察、地域ボランティア等が連携して地域社会全体で対  

処することが必要であり、地域ぐるみの支援ネットワークの整備  

や個別的・具体的な問題に対して関係機関による専門チームを編  

成し、対応するための参加・協力体制を整備することが望ましい。  
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（2）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進  

母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点か   

ら、保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携を図りつつ、母子保   

健施策等の充実が図られる必要がある。  

また、計画の策定に当たっては、二十一世紀における母子保健の   

国民運動計画である「健やか親子二十－」の趣旨を十分踏まえたも   

のとすることが望ましい。  

さらに、保健所等都道府県において子育て支援の拠点となるべき   

基盤が適切に整備され、母子保健事業の推進に必要な保健師、管理   

栄養士等の人材が確保されることが必要である。  

ア 子どもや母親の健康の確保  

安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境づくり   

の一環として、救急医療を必要とする未熟児及び妊産婦に対応する   

ため、周産期医療ネットワークの整備を図る等周産期医療体制の整   

備を進めることが必要である。  

また、様々な機会を通じて、誤飲、転落・転倒、やけど等の子ど   

もの事故の予防のための啓発等の取組を進めることが望ましい。  

さらに、妊娠及び出産の経過に満足することが良い子育てにつな   

がることから、安全かつ快適であるとともに主体的な選択が可能で   

あるなど、母親の視点からみて満足できる「いいお産」の適切な普   

及を図ることが重要であり、医療機関等に対する積極的な情報の提   

供等を行うことが望ましい。  

また、出産を望みなが らも精神的又は経済的な負担に悩む妊婦に   

（2）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進  

母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点か   

ら、保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携を図りつつ、母子保   

健施策等の充実が図られる必要がある。  

また、計画の策定に当たっては、二十一世紀における母子保健の   

国民運動計画である「健やか親子二十－」の趣旨を十分踏まえたも   

のとすることが望ましい。  

さらに、保健所等都道府県において子育て支援の拠点となるべき   

基盤が適切に整備され、母子保健事業の推進に必要な保健師、管理   

栄養士等の人材が確保されることが必要である。  

ア 子どもや母親の健康の確保  

安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境づくり   

の一環として、救急医療を必要とする未熟児及び妊産婦に対応する   

ため、周産期医療ネットワークの整備を図る等周産期医療体制の整   

備を進めることが必要である。  

また、様々な機会を通じて、誤飲、転落・転倒、やけど等の子ど   

もの事故の予防のための啓発等の取組を進めることが望ましい。  

さらに、妊娠及び出産の経過に満足することが良い子育てにつな   

がることから、安全かつ快適であるとともに主体的な選択が可能で   

あるなど、母親の視点からみて満足できる「いいお産」の適切な普   

及を図ることが重要であり、医療機関等に対する積極的な情報の提   

供等を行うことが望ましい。  

また、出産を望みなが らも精神的又は経済的な負担に悩む妊婦に  
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対しては、市町村と連携を図りつつ、相談等の支援の充実を図るこ   

とが望ましい。  

イ 「食育」の推進   

「食事バランスガイド」等の食生活上の指針等を参考とした乳幼   

児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食を通じ   

た豊かな人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図   

るとともに、母性の健康の確保を図るため、「食育」について地域   

社会全体で推進する必要があることから、保健分野や教育分野を始   

めとする様々な分野が連携しつつ、専門的・広域的観点からの情報   

収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制を整備するとと   

もに、食に関する関係機関等のネットワークづくりを進めることが   

必要である。  

り 思春期保健対策の充実  

性に関する健全な意識のかん養を図るため、専門的・広域的観点   

からの情報収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制の整   

備を図るとともに、性に関する関係機関等のネットワークづくりを   

進めることが必要である。  

また、喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の   

問題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を進   

めることが必要である。  

エ 小児医療の充実  

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けら   

れるよう小児医療の充実を図ること、特に、休日・夜間における小   

対しては、市町村と連携を図りつつ、相談等の支援の充実を図るこ   

とが望ましい。  

イ 「食育」の推進  

乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食   

を通じた豊かな人間性の形成■家族関係づくりによる心身の健全育   

成を図るとともに、母性の健康の確保を図るため、「食育」につい   

て地域社会全休で推進する必要があることから、保健分野や教育分   

野を始めとする様々な分野が連携しつつ、専門的・広域的観点から   

の情報収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制を整備す   

るとともに、食に関する関係機関等のネットワークづくりを進める   

ことが必要である。  

ウ 思春期保健対策の充実  

性に関する健全な意識のかん養を図るため、専門的・広域的観点   

からの情報収集及び調査研究を進め、効果的な情報提供の体制の整   

備を図るとともに、性に関する関係機関等のネットワークづくりを   

進めることが必要である。  

また、喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の   

問題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を進   

めることが必要である。  

エ 小児医療の充実  

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けら   

れるよう小児医療の充実を図ること、特に、休日・夜間における小  



児救急患者を受け入れる小児救急医療体制の整備を推進すること   

が必要である。  

オ 小児慢性特定疾患治療研究事業の推進  

治療が長期間にわたり医療費の負担も高額となる小児慢性特定   

疾患について、小児慢性特定疾患治療研究事業を着実に実施するこ   

とが必要である。  

児救急患者を受け入れる小児救急医療体制の整備を推進すること   

が必要である。  

オ 小児慢性特定疾患治療研究事業の推進  

治療が長期間にわたり医療費の負担も高額となる小児慢性特定   

疾患について、小児慢性特定疾患治療研究事業を着実に実施するこ   

とが必要である。  

力 不妊治療対策の充実  

子どもを持ちたいのに子どもができない場合に不妊治療を受け   

るケースが多くなっていることを踏まえ、不妊に関する医学的な相   

談や不妊による心の悩みの相談等を行う不妊専門相談センターの   

整備を図るとともに、医療保険が適用されず、高額の医療費がかか   

る配偶者間の不妊治療への経済的支援を行うことが望ましい。  

（3）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備   

ア 次代の親の育成  

男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの   

意義に関する教育・広報・啓発について、各分野が連携しつつ効   

果的な取組を推進することが必要である。  

また、家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その   

希望を実現することができるようにするため、地域社会の環境整   

備を進めることが必要である。  

特に、若年者が自立して家庭を持てるようにするため、若年者、   

特に不安定就労若年者（フリーター）等に対し、意識啓発や職業訓   

練等を積極的に行うことにより、若年者の能力開発を推進し、適   

力 不妊治療対策の充実  

子どもを持ちたいのに子どもができない場合に不妊治療を受け   

るケースが多くなっていることを踏まえ、不妊に関する医学的な相   

談や不妊による心の悩みの相談等を行う不妊専門相談センターの   

整備を図るとともに、医療保険が適用されず、高額の医療費がかか   

る配偶者間の不妊治療への経済的支援を行うことが望ましい。  

（3）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備   

ア 次代の親の育成  

男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの   

意義に関する教育・広報一啓発について、各分野が連携しつつ効   

果的な取組を推進することが必要である。  

また、家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その   

希望を実現することができるようにするため、地域社会の環境整   

備を進めることが必要である。  

特に、若年者が自立して家庭を持てるようにするため、若年者、   

特に不安定就労若年者（フリーター）等に対し、意識啓発や職業訓   

練等を積極的に行うことにより、若年者の能力開発を推進し、適  
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職選択による安定就労及びキャリア形成を支援することが必要で   

ある。  

イ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備  

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長するこ   

とができるよう、次のような取組により、学校の教育環境等の整   

備に努めることが必要である。  

（ア）確かな学力の向上  

子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができる  

よう、知識・技能の確実な修得と思考力、判断力、表現力葦旦   

董成が重要であることから、子ども、学校及び地域の実態を踏  

まえて創意工夫し、子ども一人一人に応じたきめ細かな指導の  

充実や外部人材の協力による学校の活性化等の取組を推進する  

ことが望ましい。  

職選択による安定就労及びキャリア形成を支援することが必要で   

ある。  

イ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備  

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長するこ   

とができるよう、次のような取組により、学校の教育環境等の整   

備に努めることが必要である。  

（ア）確かな学力の向上  

子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができる  

よう、知識・技能はもとより、学ぶ意欲、思考力、表現力L周  

題解決能力等まで含めた確かな学力を身に付けさせることが重  

要であることから、子ども、学校及び地域の実態を踏まえて創  

意工夫し、子ども一人一人に応じたきめ細かな指導の充実や外  

部人材の協力による学校の活性化等の取組を推進することが望  

ましい。  

また、高等学校においては、多様化する生徒の実情を踏まえ   

つつ、聯舶引こ評価する取組を進  

めるとともに、その結果を高等学校の指導改善等に活用するこ  

となどを通じた教育の質の保証と向上を促すことが必要であ   

皇L  

（イ）豊かな心の育成  

豊かな心をはぐくむため、指導方法や指導体制のエ夫改善等  

を進め、子どもの心に響く道徳教育の充実を図るとともに、地   

域と学校との連携■協力により、農山漁村における長期宿泊体   

（イ）豊かな心の育成  

豊かな心をはぐくむため、指導方法や指導体制のエ夫改善等   

を進め、子どもの心に響く道徳教育の充実を図るとともに、地   

域と学校との連携・協力による多様な体験活動を推進する等の  



はじめとした多様な体験活動を推進する等の取組の充   取組の充実が必要である。また、いじめ、少年非行等の問題行  

動や不登校に対応するために、専門的な相談体制の強化、学校、  

家庭、地域及び関係機関との問のネットワークづくり等も必要  

である。  

験活動  

実が必要である。また、いじめ、少年非行等の問題行動や不登   

校に対応するために、専門的な相談体制の弓削ヒ、学校、家庭、   

地域及び関係機関との間のネットワークづくり等も必要であ  

る。  

（ウ）健やかな体の育成  

子どもの体力が低下傾向にあり、生活習慣の乱れや肥満の増加   

等の現代的課題が指摘されている現状を踏まえ、子どもが生涯に   

わたって積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を育成す   

るため、優れた指導者の育成及び確保、指導方法のエ夫及び改善   

等を進め、体育の授業を充実させるとともに、子どもが自主的に   

様々なスポーツに親しむことができる運動部活動についても、外   

部指導者の活用や地域との連携の推進等により改善し、また充実   

させる等、学校におけるスポーツ環境の充実を図ることが必要で   

ある。また、子どもに生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要   

な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるための健康教育を推   

進することが必要である。  

（エ）信頼される学校づくり  

学校運営協議会制度（いわゆるコミュニティ・スクール）の   

活用等により、地域及び家庭と学校との連携・協力を図ること   

や、地域の実情に応じた学区の弾力化、総合学科、単位制高校   

や中高一貫教育校等特色ある学校づくり等の取組を進めること   

が必要である。   

（ウ）健やかな体の育成   

子どもの体力が低下傾向にあり、生活習慣の乱れや肥満の増加   

等の現代的課題が指摘されている現状を踏まえ、子どもが生涯に   

わたって積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を育成す   

るため、優れた指導者の育成及び確保、指導方法のエ夫及び改善   

等を進め、体育の授業を充実させるとともに、子どもが自主的に   

様々なスポーツに親しむことができる運動部活動についても、外   

部指導者の活用や地域との連携の推進等により改善し、また充実   

させる等、学校におけるスポーツ環境の充実を図ることが必要で   

ある。また、子どもに生涯にわたる心身の健康の保持増進に必要   

な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるための健康教育を推   

進することが必要である。  

（エ）信頼される学校づくり  

学校評議員制度の活用等により、地域及び家庭と学校との連   

携・協力を図ることや、地域の実情に応じた学区の弾力化、総   

合学科、単位制高校や中高一貫教育校等特色ある学校づくり等  

の取組を進めることが必要である。  



また、指導が不適切な教員躯、つ適切  

に行うとともに、教員一人一人の能力や実績等を適正に評価し、   

また、指導力不足教員に鞍上て脚部こ対応するとともに、教  

員一人一人の能力や実績等を適正に評価し、それを配置、処遇、  

研修等に適切に結び付けることも重要である。  それを配置、処遇、研修等に適切に結び付けることも重要であ  

る。  

さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために、   

学校施設の整備を適切に行っていくことも必要である。  

あわせて、学校においては、児童生徒が安心して教育を受け   

ることができるよう、各学校が、家庭や地域の関係機関・関係   

団体とも連携しながら、地域全体で子どもの安全を見守る環境   

卓整備する必要がある。  

（オ）幼児教育の充実  

生涯にわたる人榊   

がみ、榔   

質の向上に取り組むとともに、子どもの発達や学びの連続性を   

確保する観点から、輝  

ことが必要である。  

享た、幼児教育の卿盟   

教育の振興に関する政策プロ竺購  

る．．  

さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために、   

学校施設の整備を適切に行っていくことも必要である。  

あわせて、学校においては、児童生徒が安心して教育を受け  

ることができるよう、各学校が、家庭や地域の関係機関・関係   

団体とも連携しながら、安全管理に関する取組を継続的に行う  

必要がある。  

（オ）幼児教育の充実  

幼児教育の充実のため、幼児教育関係者の専門的研究協議嬰   

推進を図るとと旦に、㈱＼ての情報提供を進め、幼   

児期の成長の様子せ左ム¢関わり方について保護者や坤域住民   

等の理解を轍  

また、郷滑lこ   

移行できるよう⊥風と   

q連携を図る体制卓構築することが必要てあろ  

さらにし鋤幼稚園の   

数量直弘柳充   

塞」幼稚園や保育所と吐学校との連携の推進等幼児教育の振興   

に関する政策フロウラムモ策定すろことも．必要である＿・  

り 家庭や地域の教育力の向上  ウ 家庭や地域の教育力の向上   



子どもを坤脚  

の連携の下l卿高めることが  
必要である。  

学校・家層・地卿協   

力し、勝勢   

育カモ綺合印に高め、御   

要である。  

（ア）家庭教育への支援の充実  

掛市北、閻旦   

の希薄化等により、御社会全体   

での家庭教育支援の必要性が高まっている。  

額育の原点であ即それぞれの家   

庭が置かれている状況やニーズを踏まえ、かつ、御旦   

主性を尊重し？つ、身近な地域lこおいて、子育てlこ関する学習   

機会や情報の提供、脚   

関する総合的な取組を関係機関が連携して行うことが必要であ   

る。榊   

実施される必要がある。  

さらtこ、早寝早起きや朝食を摂るなどの、二瑚   

基本的な生活習慣を育成するための環境を整えろことが必要で   

ある。  

（ア）家庭教育への支援の充実  

家庭教育は、す爛出発点であり、基本的倫理観や   

社会的なマナー、恥 自立心等を育成する上で重要な役割   

を果たすものである。  

育児不安や児童虐待の背景として、近年の都市化、核家族化、  

少子化、地域における地縁的なつながりの希薄化等に伴う家庭  

の教育力の低下が頒極されていることを踏まえ、公民館等の社  

会教育施設を始め、乳幼児健診や就学時健診等の多くの親が集  

lヰ’  

まるあらゆる機会を活用し、子どもの発達段階に応じた家庭教  

育に関する学習機会や情晰ある。   

手た、子育て経験者等の「子育てサポータ珊呈  

事看である親等により構成される子育て支援ネットワークの運  

営を行う人材の養成飾磨教育  

に関して気軽に相談できる体制の整備や子育てサークル活動へ  

の支援等、地域において子育てを支援するネットワークの形成  

を図ることが必要である。  

（イ）地域の教育力の向上  

子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、   

行動し、よりよ〈問題を解決する力や、他人を思いやる心や感  

（イ）地域の教育力の向上  

子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、   

行動し、よりよく問題を解決する力や、他人を思いやる心や感  

・∴二魂 lニ丁∴i⊥彗ir澗療育r・牟デイ丁■ ■ノ▼⊥抽▼’、▲’ノ ｝ －－山一脚Jt   



一－  －－  

動する心等の豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体  

力を備えた生きる力を、学校、家庭及び地域が相互に連携しつ  

つ社会全体ではぐくんでいくことが必要である。   

このため、地域住民や関係機関等の協力によって、森林等の  

豊かな自然環境等の地域の教育資源を活用した子どもの多様な  

体験活動の機会の充実、世代間交流の推進及び学校施設の地域  

開放、広域スポーツセンターの整備、スポーツ指導者の育成等  

子どもの多様なスポーツニーズに応える地域のスポーツ環境の  

整備を図ること等により、地域の教育力を向上させることが必  

要である。  

動する心等の豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体  

力を備えた生きる力を、学校、家庭及び地域が相互に連携しつ  

つ社会全体ではぐくんでいくことが必要である。   

このため、地域住民や関係機関等の協力によって、学校と地  

域のパートナーシップの下に地域で学校を支える体制づくりの   

進進、森林等の豊かな自然環境等、地域の資源を活用した豊埜  

漁業体験や自然体験などの多様な体験活動の機会の積極的な提   

嵯、世代間交流の推進及び学校施設の地域開放、広域スポーツ  

センターの整備、スポーツ指導者の育成等子どもの多様なスポ  

ーツニーズに応える地域のスポーツ環境の整備を図ること等に  

より、地域の教育力を向上させ、活力ある地域・づくリlこもつな   

ぜることが必要である。  

また、地域における子育てに関連した様々な活動に学校の教  

職員が自主的に参加するよう働きかけることも望ましい。  

エ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進   

街中の一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に関   

する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフ  

ト等が販売されていることに加え、テレビ、インターネット等の   

メディア上の性、暴力等の有害情報やインターネット上のいじめ  

また、地域における子育てに関連した様々な活動に学校の教  

職員が自主的に参加するよう働きかけることも望ましい。  

エ 子どもを取り巻〈有害環境対策の推進  

街中の一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に関   

する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフ  

ト等が販売されていることに加え、テレビ、インターネット等の   

メディア上の性、暴力等の有害情報については、子どもに対する   

悪影響が懸念される状況であることから、関係機関・団体やPTA、   

ボランティア等の地域住民と連携■協力をして、関係業界に対す   

る自主的措置を働きかけることが必要である。  

については、子どもに対する悪影響が懸念される状況であること  

から、関係機関・団体やPTA、ボランティア等の地域住民と連携・  

協力をして、関係業界に対する自主的措置を働きかける盗塁が塵  

る   



また、携帯電話を通じて容易に接続できるインターネット上の   

有害情報やインターネット上のいじめから子どもを守るため、子  

どもの携帯電話やインターネットの利用の実態を把握するととも  

に、子どもが利用する携帯電話におけるフィルタリングの普及促   

進等の対策に努めることが必要である。  

さらに、各種メディアヘの過度な依存による弊害について啓発   

するとともに、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、   

地域、学校、家庭における情報モラル教育を推進することが必要  

である。  

（4）子育てを支援する生活環境の整備   

ア 良質な住宅の確保  

住生活基本計画（平成十八年九月十九日閣議決定）に基づき、   

深刻な少子化の状況を踏まえ、子育て世帯を支援していく観点か  
ら、既存ストックを活用しつつ、市場では十分な量が確保されな   

いファミリー向け賃貸住宅の供給を支援するなどの取組を推進す  

ることが必要である。  

また、子育て世帯の居住の安定の確保を図るため、小さな子ど   

ものいる世帯に対する公共賃貸住宅における入居資格の緩和や優   

先入居の実施等に積極的に取り組むとともに、子育て世帯の入居   

を受け入れることとしている民間賃貸住宅に関する情報提供を進   

めることが望ましい。   

イ 良好な居住環境の確保  

住生活基本計画に基づき、子育て世帯が、地域において安全・   

（4）子育てを支援する生活環境の整備   

ア 良質な住宅の確保  

子育てを担う若い世代を中心に、広くゆとりある住宅を確保す   

ることができるよう、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を支   

援するなどの取組を推進することが必要である。  

また、公共賃貸住宅lこおいては、子育て期lこある多子世帯等が   

ゆとりある住宅に入居できるよう、優先入居の制度の活用を図る  

ことが望ましし㌔  

さらに、市潤丁村と連携しながら、持家又は借家を含め、広くゆ   

とりある住宅の確保に資する情報提供等を進めることが望まし  

い。  

イ 良好な居住環境の確保   

公共賃貸住宅の整備や市街地再開発事業において、地域の塞膿  

】  
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等を踏まえつつ、保育所等の子育て支援施設を一体的lこ整備する  

ことが必要である。  

安心で快適な住生活を営むことができるよう、御   

ルデザイン化や子育て支援施設を併設した住宅の供給支援を行i   

ことが必要である。  

また、特に大都市地域において、職住近接型の市街地住宅の供   

給と良好な住宅市街地の総合的な整備などにより、利便性の高い   

都心等での居住を希望する子育て世帯のニーズへの対応を図るこ   

とが望ましい。  

さらに、室内空気環境の安全性を確保する観点から、シックハ   

ウス対策を推進することが必要である。  

り 安全な道路交通環境の整備   

高齢者、卿巨（平味   

十八年法律第九十一号）に基づき、駅、官公庁施設、病院等を相   

互に連絡する道路について、卿、、生   

活道路において、都道府県公安委員会による信号機、光ビーコン  

また、特に大都市地域において、職住近接型の市街地住宅の供   

給と良好な住宅市街地の総合的な整備などにより、利便性の高い   

都心等での居住を希望する子育て世帯のニーズへの対応を図るこ   

とが望ましい。  

さらに、室内空気環境の安全性を確保する観点から、シックハ   

ウス対策を推進することが必要である。  

り 安全な道路交通環境の整備   

子ども、子ども連れの親等が安全・安心Iこ通行することができ   

る道路交通環境を聖顔するため、次の取組を行うことが必要であ   

皇L  

（ア）高齢者、身イ祁章害者等の公共交通機関を利用した移動のF耶骨   

化の促進に関する法律に基づき、幅の広い歩道、欄言   

号機等のバリアフリー対応型信号機の整備等を推進  

（イ）死傷事故発生割合が高し、「あんしん歩行エリア」lこおいて、   

都道府県公安委員会による信号機、光ビーコン等、道路管理者   

による歩道、ハンプ、クランク等の整備を重点的lこ実施し、生   

活道路における通過車両の進入や速度の抑制、幹線道路におけ  

る交通の流れの円滑化等を推進  

（ウ）自動車と歩行者の通行を時間的lこ分離する歩車分離式信号の   

運用等を推進  

等、道路管理者による歩道、ハンプ、クランク等の整備を重卓塑  

に実施し、生活道路lこおける通過車両の進入や速度の抑制、幹線  

道路における交通の流れの円滑化等を推進すること等が必要であ  

皇＿L   

また、卿  

て検討する必要がある。   



エ 安心して外出できる環境の整備  

（ア）公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化  

妊産婦、乳幼児連れの者等すべての人が安心して外出できる  

よう、棚卸こ  

基づく基本構想等を踏まえ、道路、公園、公共交通機関、公的建  

築物等において、段差の解消等のバリアフリー化を推進するこ  

とが必要である。あわせて、閲i「心のバ  

リアフリー」のための取組等を行うことにより、ハートソフトの  

両面から一体的なバリアフリー化を進めていくことが望ましい。  

（イ）子育て世帯にやさしいトイレ等の整備  

公共施設等において、子どもサイズの便器■手洗い器、べど－   

ベッド、べど－ チェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置など   

の子育て世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き   

店舗等を活用した託児施設等の場の整備を推進することが必要で  

ある。  

（ウ）子育て世帯への情報提供  

各種のバリアフリー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリ  

アフリー情報の提供を推進することが望ましい。   

オ 安全・安心まちづくりの推進等  

子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるた   

め、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等につい   

て、犯罪等の防止に配慮した環境設計を行うことが必要である。   

エ 安心して外出できる環境の整備  

（ア）公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化  

妊産婦、乳幼児連れの者等すべての人が安心して外出できる  

よう、道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、段  

差の解消等のバリアフリー化を推進することが必要である。  

（イ）子育て世帯にやさしいトイレ等の整備   

公共施設等において、子どもサイズの便器・手洗い器、べど－   

ベッド べど－ チェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置など   

の子育て世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き   

店舗等を活用した託児施設等の場の整備を推進することが必要で   

ある。  

（ウ）子育て世帯への情報提供  

各種のバリアフリー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリ  

アフリー情報の提供を推進することが望ましい。  

オ 安全・安心まちづくりの推進等  

子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるた   

め、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等につい   

て、迭旦犯罪等の防止に配慮した環境設計を行うことが必要であ   

る。  

・j  ＿l  




